
 

 
入札手続の中止について 

 
　　 

　　総務局総務課が実施した次の業務について、仕様書の一部に不備があることが判明し、

入札の公平性が確保されないと判断されるため、入札手続を中止した。 

 

１　業務の概要 

 

２　理由 

入札を行った結果、最低入札価格が、低入札調査制度で定める調査基準価格を下回って

いたため、改めて仕様書を確認したところ、警備員の配置日時の記載はあったが、休憩時

間や実働時間に様々な解釈があると受け止められる表記になっていたため、入札金額の積

算に公平性が確保できていないと考えられることから、すべての応札業者の了解を得て、

入札手続を中止した。 

 

３　今後の対応 

本件業務委託については、改めて手続きを進める。 

 資　料　提　供

 令和６年９月 10 日

 課　名 
担当者

総務課 
佐藤　哲義

 
電　話

082-513-2211 
（内線 2210）

 業務名 令和６・７年度広島県光町庁舎警備業務

 履行期間 令和６年10月７日～令和８年３月31日

 公告日 令和６年７月22日

 入札日 令和６年８月29日


